
修繕番号　　DKG255007

特 記 仕 様 書

小町の郷公園複合遊具交換修繕

観光・ジオパーク推進課

湯沢市



１．適用 ① 本特記仕様書は、■印をつけたものと適用する。

② 本特記及び図面に記載のないものは、下記の図書による。

③ 完成図書については、電子納品は行なっていないため、「紙」による納品とする。

■ 　秋田県土木工事共通仕様書（共通編）令和６年10月以降

■ 　秋田県土木工事共通仕様書（公園緑地編）令和６年10月以降

■ 　秋田県土木工事共通仕様書（参考資料）令和６年10月以降

２．共通事項 □ 近接または同一地域内の湯沢市発注工事とは、常に十分な調整を図らなければならない。

① 他工事等との □ 下記の工事等と工程、取合及び安全管理等の調整を図ること。

調整

② □

□ あり □

■ なし □

③ 協議等

□ あり

■ なし

④ 事前調査 □

□ 　下記の調査を行い、着工前にその結果を監督職員に報告すること。

□ あり

■ なし

⑤ 備考

□ あり

■ なし

発注者

近接修繕の諸経
費の調整

関係機関名 事項 内容 完了又は開催(見込)時期

本修繕において、下記のとおり関係機関等との協議を行う予定である。また、協議結果により条件等が付
された場合は、当該条件を遵守の上施工すること。

　本修繕の施工にあたり、下記事項を遵守すること。

特記仕様書

修　繕　名

発注者 他修繕の名称 施工予定期間 調整内容

着手に先立ち、現地の状況、関連工事等について綿密な事前調査を行い、周辺状況を十分把握の
うえ、施工しなければならない。


